
苫小牧市「＃ふるさと納税 3.0」

苫小牧市地場産品創出・強化支援補助金に係る
事業提案を募集しています

新たな地場産品の創出や生産体制の強化などに
取り組む事業者を支援します！！ ＣＦで寄附いただいた額の

１０分の４に相当する額を補助
（事業費の１０分の１０を上限）「＃ふるさと納税 3.0」とは

 ふるさと納税の仕組みを活用したクラウドファンディング（ＣＦ）による寄附をもとに、
新たな地場産品の創出や生産体制の強化を図る事業者に対し、補助金を交付する制度です。

 本制度により創出等を行った地場産品は、返礼品として寄附者にお届けします。

こんな提案を募集しています

 苫小牧市の魅力的な地場産品を全国の皆さんに届けるための設備を整えたい！

 苫小牧市に新たな特産品を創出して地域の産業を盛り上げるための設備を整えたい！

 苫小牧市の区域内で製品をつくるための工場を建設したい！

 寄附目標額の２分の１を達成した場合、事業を実施していただきます

 本制度により創出等を行った地場産品は、苫小牧市のふるさと納税の返礼品として登録し、
返礼品として寄附者に提供いただきます（調達費用は、市が別途負担）

 事業開始から５年間以上、継続して事業を実施していただきます

お問い合わせ：
苫小牧市総合政策部シティプロモーション課 ℡ 0144-84-5168



補助対象事業・経費

 本市区域内における新たな地場産品の創出又は既存の地場産品の
生産体制の強化を図るために必要な生産、製造、加工等に使用す
る施設・設備等の整備に関する事業で、以下の経費を補助対象と
します。

• 工場、加工場などの建物取得に係る経費

• 建物付帯設備の整備及び取得に要する経費

• 構築物の取得及び機械装置等の取得に要する経費

• 建物の増改築に要する経費

• 備品購入に要する経費

• その他地場産品の創出等に要するものと市⾧が認める経費
※ 公租公課、消費税及び地方消費税、官公署に支払う手数料、人件費、食糧費、
消耗品費、土地の取得・造成に要する経費、その他地場産品の創出等に要する
ものと認められない経費を除く。

補助対象者

 ふるさと納税の趣旨を理解し、本補助金により創出等を行った地
場産品について、市のふるさと納税の返礼品として登録・提供す
る意思を有する者

 市内に事業所や工場等を有する又は開設する予定である者

 ふるさと納税を含む市の施策に賛同し、協力する意思を有する者

補助金額

 寄附目標額の１０分の４に相当する額（補助対象経費の１０分の
１０を上限）を補助します。

 寄附目標額に達しなかった場合であっても、事業を実施する場合、
寄附額に応じた補助金の交付を受けることができます。

補助までの流れ

Step1：個別相談 提案前に市へ事前にご相談ください。事業概要を
お聞きし、提案に向けた助言等を行います。

Step2：事業提案 市に提案書類をご提出ください。提案書の受付は
随時実施しています。

Step3：提案審査 市が提案内容を審査し、概ね２週間以内に採否の
決定を通知します。

Step4：掲載準備 採択された提案については、寄附募集記事の掲載
に向けた準備を行います。

Step5：寄附募集 「苫小牧市ふるさと納税特設サイト」等において、
寄附募集を行います。

Step6：交付申請 寄附目標額の２分の１に達した日以後、市に対し、
補助金の交付申請を行います。

Step7：事業実施 交付決定後に
事業に着手できます。

Step8：補助交付 事業完了後に
補助金を交付します。

※ その他制度の詳細は、募集要領及び交付要綱をご確認ください。


